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令和６年 築上町教育委員会（８月臨時会）議事録 

 

１．日 時  令和６年 ８月 ５日（月） 午前１０時００分開会 

 

２．場 所  築上町役場 本庁 議会委員会室 

 

３．出 席 委 員  麥田 猛美 教育長職務代理者、折本 美佐子 委員、小林 正尚 委員、 

鱒渕  委員、久保 ひろみ 教育長 

  

４．欠 席 委 員  な し 

  

５．傍 聴 者  １ 名 

  

６．事務局出席者  鍛治 孝広 学校教育課長、尾座本 三雄 生涯学習課長、 

樽本 知也 教育施設整備室長、脇山 千賀子 生涯学習課参事、 

濱田 健太郎 学校教育課参事、馬場 克幸 生涯学習課課長補佐、 

岡部 勇祐 学校教育係長、中原 寿浩 学校管理係長、 

岡部 孝徳 社会教育係長、野村 仁資 スポーツ振興係長、 

宮内 智久 指導主事、榎 憲治 指導主事、寺門 東 指導主事、 

木下 寿一郎 地域活動指導員、毛利 克裕 図書館長、 

 

午前１０時００分開会 

────────────────────────────── 

 

      ※個人情報保護の観点から、個人を特定するような箇所につきましては、 

黒塗り等の処理をしております。 

 

７．会議内容 

（１）開 会 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、定刻になりましたので、築上町教育委員会、令和６年

８月臨時会を開会いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、臨時会に御出席いただきまして、ありがとうご
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ざいます。本日は、報告事項が３件、議案が５件でございます。 

 それでは、本日の会議の議事録署名人を、会議規則第１１条第２項の規定により、鱒渕委員を

議事録署名人に指名いたします。よろしくお願いいたします。 

 では、本日の会議次第を御覧ください。 

 委員の皆様にお諮りいたします。 

 議案第３３号 令和７年度使用中学校教科用図書の採択については、選定教科用図書の公表が

９月１日予定となっており、公表前のために、非公開で審議をしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議ないものと認めます。なお、非公開案件につきましては、公開

案件の終了後に審議をさせていただきます。 

（２）前回議事録の承認 

○教育長（久保 ひろみ君）  では、２点目の前回議事録の承認でございます。事務局からお願

いいたします。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  学校教育課、鍛治でございます。 

 タブレットのほうに、５月の定例会と、６月の定例会の議事録についてアップをさせていただ

いておりました。御確認いただけましたでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、事務局から前回議事録についての報告がございました。

承認してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  異議なしと認めます。前回議事録は承認されました。 

（３）教育長報告 

   報告１ 教育長会議報告ほか 

○教育長（久保 ひろみ君）  続いて、教育長報告に入ります。私から報告をさせていただきます。 

 まず、前回の教育委員会以降ですけれども、７月１７日、ＣＲＯＳＳ ＦＭで、冨永裕輔さん

の「なんでもゆーすけ！」という番組がありますが、その収録がありました。８月１０日、

１７日、２４日分の放送の収録をいたしました。町長と私が出演させていただきまして、その中

で築上町の取組、そして特に新しい図書館でありますとか、これからの新しい教育について、冨

永裕輔さんと対談をさせていただいております。その中で、いろんな取組について紹介をさせて

いただいておりますので、先ほど申しました、８月１０日、１７日、２４日の土曜日ですけれど

も、１１時から１２時の間の、多分１０分程度になろうかと思いますが、よろしかったら聞いて

いただきたいと思っております。 
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 その後、７月２５日に関西教育ＩＣＴ展、これは大阪の南港に大きなホールがありまして、そ

こに行ってまいりました。この中で、１つ展示ブースを貸していただきまして、築上町の今の取

組の様子、デジタル教科書の活用の様子とか、ＳＴＥＡＭ教育のこれからの取組について、ア

ピールをさせていただいたところです。濱田参事、そして宮内指導主事が２日間そこについてい

ただきまして、様々な方々に紹介をさせてもらいました。それとともに、このＩＣＴ展、デジタ

ル教科書だけではなく、様々な先進のＩＣＴ機器が展示されておりましたので、見せていただき

まして、これからの採用の際には、参考にさせていただこうと思ったところでございます。大変

良い展示会に参加させていただきました。 

 それから、私のほうからは教育長会議の報告ですけれども、これについては、事前に資料をア

ップさせていただいております。例年の部分と変わったところがございませんので、また何か御

質問等があれば、お受けをしたいと思っております。 

 以上で、教育長の報告を終わりますが、御質問のほうよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

（４）事務局報告 

   報告２ 生涯学習課報告 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは続いて、報告２、事務局報告ですが、生涯学習課の報告で

す。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習課課長補佐（馬場 克幸君）  生涯学習課の馬場でございます。 

 生涯学習課報告のＰＤＦファイルのほうを御覧いただければと思います。生涯学習課文化財保

護係の秋のイベントということで、御報告させていただきます。 

 まず１の（１）ですが、今週の土曜日です。８月１０日の土曜日に旧藏内邸のほう、夜間特別

開館ということで、開館したいと考えております。ちょうどお盆の帰省の方々が各地から築上町

に帰って来られます。それに併せまして、夜間開館いたしまして、浴衣や和服で来られた方につ

きましては、煎茶、お菓子セットを無料で提供するというイベントのほうを開催したいと考えて

おります。 

 あと、（３）、（４）の秋の企画展について御説明させていただきます。きんからの世界展。

これにつきましては明治時代の日本の工芸品で、築上町の旧藏内邸が全国に誇るすごく貴重な工

芸品でございます。金唐革紙。これにつきまして、９月１２日から１１月２６日までの会期で特

別展のほうを開催したいと思っております。 

 併せて、金唐革紙の復元に御尽力いただいてます、きんから倶楽部の会員の皆さんの御協力の

下、４番のきんからワークショップ。これは、実際に旧藏内邸の金唐革紙を元にしました版木棒

を使いまして、一般の方々に金唐革紙というのがどういうものかというのを実際に製作して体験
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してもらうワークショップでございます。これにつきましては、１０月２０日の日を予定してお

りまして、広報の９月号で一般の方々には募集のほうをしたいというふうに考えております。 

 続いて、５番の中秋の名月観月茶会ですが、本日、教育委員の方には別途チラシのほうお配り

いたしております。これにつきましては、９月１７日の火曜日、５時半から９時までということ

で、４席に分けまして、築上町文化協会茶道部の方々の御協力の下、茶道、藏内邸の応接間を使

いまして、お抹茶とお菓子を体験していただいて、それが終わった後は、中秋の名月を心行くま

で楽しんでいただこうという企画でございます。 

 最後、６番の十三夜観月音楽会。これにつきましては、９月１２日以降にチケットの販売を予

定しておりますが、今年度が蒙古襲来から７５０年ということで、築上町は、元寇ゆかりのネッ

トワークという蒙古襲来に関わる全国的なネットワークに加盟しております。それに関連いたし

まして、旧藏内邸の大広間で、筑前琵琶を使いました蒙古襲来に関する演奏会のほうを開催した

いというふうに考えております。詳細については、また近づいてまいりましたら、教育委員会の

ほうで６番については報告させていただきます。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  今、文化財保護係から報告がありましたが、この件について何か御

質問ございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  では続いて、もう一点ありますね。生涯学習課、お願いいたします。 

○生涯学習課参事（脇山 千賀子君）  おはようございます。生涯学習課図書館係の脇山でござい

ます。 

 図書館のほうからは２点の御報告です。本日お配りしました、カラーのＡ３の両面印刷の築き

のもり築上町図書館のチラシを御覧ください。このチラシは、図書館の移転について町内外に周

知を図るため作成するものです。先日、教育委員会事務局内で回覧しまして、今後若干の修正を

入れまして、その後印刷、町内の回覧板やイベントの際に配布したいと考えております。 

 それともう一点、これも同じく本日お配りしました、Ａ４の白黒のほんのきもちと書いた書面

を、文書を御覧ください。ほんのきもちに関しては、図書館だよりとして今までも広報紙上半分

頂きまして、周知を図っているところなんですけども、今月号、８月号から下半分も築きのもり

だよりということで、今後毎月１回、広報紙を使って、新しくなる図書館の周知を図っていきた

いと思っております。その中にありますが、９月８日午後１時半から、図書館に関心のある方を

対象に、図書館の機能やどんなことができるようになるかについての御案内、説明をしたいと考

えております。 

 図書館係からは以上です。 
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○教育長（久保 ひろみ君）  今、図書館係のほうから報告がありましたが、新しい図書館のパン

フレット、そして広報紙の紙面がありますけれども、この点について御質問、そして意見があれ

ばお願いしたいと思います。 

 折本委員、お願いします。 

○教育委員（折本 美佐子君）  折本です。広報ちくじょうの８月号、今日、配られておりますけ

れども、既に拝見しておりました。これを見ただけで、みんな多分楽しみにしてくれていると思

います。それと、外部に向けてのカラーの１枚なんですけれども、とても良いと思います。この

調子で広報活動のほう、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ありがとうございました。他に委員の皆さん、ございませんでしょ

うか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、お願いいたします。 

○地域活動指導員（木下 寿一郎君）  スターライトコンサートについての御案内させてもらいま

す。教育委員さんには、封筒にチラシを１枚とチケットを２枚入れさせていただいております。

例年、ミニコンサートと言われていた分で、それを本年度はスターライトコンサートということ

で、北九州オペラ協会の理事長さんであります蓮井求道先生、バリトン歌手ですが、そちらに来

ていただいて、イタリア在住のロベルト・デ・レオナルディスというピアニストさん、それから、

行橋出身で、ドイツで御活躍されている向井友紀さん、バイオリニストさん、この三方をお招き

して、８月２８日の水曜日１８時開場で、１８時半開演ということで、ソピアで開催します。無

料になっております。この機会にぜひ御参加いただけたらと思います。 

 委員さんには、もし枚数が足りないようでありましたら、私のほうまで言っていただければ、

御用意させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  スターライトコンサートについて、御質問、それから御意見ござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

  報告３ 指導主事報告 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは報告３に移ります。指導主事の報告です。よろしくお願い

いたします。 

○指導主事（寺門 東君）  指導主事の寺門でございます。 

 ７月２２日に全国学力状況調査の結果が出ましたので、お知らせをいたします。結果について
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は、小学校の国語については、全国平均を上回る結果が出ました。算数については、全国平均と

同程度という結果になりました。中学校につきまして、国語は全国平均を下回りました。数学に

ついても、残念ながら全国平均を下回りました。 

 以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  今、指導主事のほうから、本年度、令和６年度の全国学力学習状況

調査の結果を報告させていただきましたけれども、この点について御質問、御意見等はございま

せんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  よろしいですか。本当に頑張っていると思いますが、中学校のほう

も、更に上回るように努力していかなければならないのかなと思いますが、また、経年変化等々

は分析がしっかりできましたら、御報告させていただきたいと思っております。 

○指導主事（榎 憲治君）  では、榎から説明させていただきます。 

 いじめ不登校の月別一覧６月分をアップしております。不登校、それから兆候のほうにつきま

しては、残念ながら、昨年までの継続している子どもたちが、もちろん改善は見られますが、数

的には少し増えてきているという状況にございます。けれども、学校のほうに登校したり、それ

から、あと教師のほうが確実に本人、それから保護者とつながって取り組んでいるという、そう

いった状況でございます。 

 それから、いじめも数件あっておりますが、これも大きな問題には発展していないということ

で、学校が早期に対応して解決に及んでおります。 

 以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  指導主事報告、不登校、兆候児童生徒の月別人数等について報告が

ございましたが、質問ございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

（５）議事 

   議案第３４号 築上町体育施設条例施行規則の一部改正について 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは議事に移らせていただきたいと思います。議案第３４号 

築上町体育施設条例施行規則の一部改正についてでございます。資料は議案資料のフォルダを御

覧ください。 

 それでは、議案第３４号 築上町体育施設条例施行規則の一部改正についてを議題といたしま

す。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○スポーツ振興係長（野村 仁資君）  築上町教育委員会生涯学習課スポーツ振興係の野村と申し

ます。よろしくお願いします。 
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 議案資料の議案第３４号 築上町体育施設条例一部改正フォルダに、それぞれ改め文、条文、

新旧対照表をおつけしておりますが、新旧対照表のほうをお開きください。こちらに基づいて説

明したいと思います。 

 まず、築上町体育施設条例施行規則の一部改正について提案させていただきます。現在の規則

では、体育施設を予約して利用する場合には、原則的に３日前までに申請をする必要があると定

められております。しかしながら、近年利用者のほうから当日申請ができないだろうかというお

問合せがありました。その関係で、現在、業務委託をさせていただいている業者さん、また内部

で協議をした結果、完全ではありませんが、施設管理上の関係で一部施設を除きますが、施設管

理者が勤務している時間中の９時から１７時に限り、当日申請、当日利用を許可させていただこ

うということに判断を行いました。これによって、利用者の利便性の向上が図られると考えてお

ります。 

 提案理由は以上となります。御審議よろしくお願いいたします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、事務局から議案第３４号についての説明がございました。

ここで、委員の皆様から御質問、御意見を受けたいと思いますが、どなたかございませんか。 

 やはり利用者の方から、もう少し使い勝手がよくならないかというような御意見等もあってい

たところからの、今回の一部改正ということになっておりますが、委員の皆様方はいかがでしょ

うか。何か御意見があれば出していただければと思いますが。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、御質問、御意見がないようですので、採決を行いたいと

思います。議案第３４号 築上町体育施設条例施行規則の一部改正について承認することに賛成

の方の挙手を求めます。 

〔全員挙手〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  挙手多数と認めます。議案第３４号 築上町体育施設条例施行規則

の一部改正について承認することに決定いたしました。 

   議案第３５号 築上町部活動地域移行検討協議会委員の委嘱及び任命について 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、次に、議案第３５号 築上町部活動地域移行検討協議

会委員の委嘱及び任命についてを議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

○学校教育係長（岡部 勇祐君）  学校教育課学校教育係、岡部でございます。 

 議案第３５号 築上町部活動地域移行検討協議会委員の委嘱及び任命について御説明させてい

ただきます。議案資料フォルダ内の議案第３５号 築上町部活動地域移行検討協議会委員の委嘱

及び任命についてというフォルダのほうをお開きください。 

 ５月の定例会で設置要綱を御承認いただいた本協議会についてですが、椎田中学校、築城中学



- 8 - 

校をはじめ、各関係団体のほうから名簿記載の皆様を委員として選出いただきました。築上町部

活動地域移行検討協議会委員としてこのたび委嘱、任命をしたいと考えております。８月下旬に

は第１回目の会議のほうを開催したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 簡単ですが、以上です。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま事務局から議案第３５号について説明がございました。こ

こで委員の皆様から御質問を受けたいと思いますが、どなたかございませんか。 

 委員名簿のほうを見ていただきたいと思います。質問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは御質問がないようですので、採決を行いたいと思います。 

 議案第３５号 築上町部活動地域移行検討協議会委員の委嘱及び任命について、承認すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

〔全員挙手〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  挙手多数と認めます。議案第３５号 築上町部活動地域移行検討協

議会委員の委嘱及び任命について、承認することに決定いたしました。 

   議案第３６号 椎田中学校区小中一貫校開校準備協議会委員の委嘱及び任命について 

 次に、議案第３６号椎田中学校区小中一貫校開校準備協議会委員の委嘱及び任命についてを議

題といたします。それでは事務局から説明をお願いいたします。 

○学校教育課参事（濱田 健太郎君）  学校教育課、濱田でございます。データにつきましては議

案第３６号のフォルダを御覧ください。 

 では、議案第３６号 椎田中学校区小中一貫校開校準備協議会委員の委嘱及び任命について説

明いたします。本議案は、椎田中学校区小中一貫開校準備協議会設置要綱第３条の規定に基づき、

椎田中学校区小中一貫校開校準備協議会委員の委嘱及び任命について承認を求めるものでござい

ます。委員の方々の名簿につきましては、同フォルダ内の議案３６号委員名簿にあるとおりでご

ざいます。御覧ください。こちら１番から３８番までお名前を上げさせていただいております。

３８番の保育園保護者代表というところは、まだ空欄になっておりますが、今後、お名前を上げ

ていただく予定となっております。 

 簡単ですが、以上でございます。御審議のほどお願いいたします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、事務局から議案第３６号について説明がございました。

ここで委員の皆様から御質問を受けたいと思います。どなたかございませんか。よろしいですか。 

 今のところ、保育園代表というところがまだ決まっていないところでありますけれども、一応

このメンバーでという議案です。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○教育長（久保 ひろみ君）  質問がないようでございますので、採決を行いたいと思います。 

 議案第３６号 椎田中学校区小中一貫校開校準備協議会委員の委嘱及び任命について、承認す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

〔全員挙手〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  挙手多数と認めます。議案第３６号 椎田中学校区小中一貫校開校

準備協議会委員の委嘱及び任命について、承認することに決定いたしました。 

   議案第３７号教育委員会に対する請願について 

○教育長（久保 ひろみ君）  次に、議案第３７号 教育委員会に対する請願についてを議題と

いたします。議案第３７号のＰＤＦファイルをお開きください。よろしいですか。 

 それでは、令和６年７月２２日付で、教育委員会に請願書が出されております。請願事項とい

たしましては、築上町立下城井小学校に係る就学指定校変更について、次に上げる数値等を年度

ごとに、過去１０年分を文書により回答することです。 

 項目といたしましては、①下城井小校区の入学予定児童数、②就学指定校変更申請件数、③就

学指定校変更許可件数及び不許可件数、④就学指定校変更先小学校名、⑤築上町指定学校変更取

扱規則別表に規定する１０件の許可基準ごとの件数でございます。 

 ここで、請願者から口頭陳述の申出がありましたので、会議規則第１０条の規定に基づき、発

言を許可いたします。陳述時間は５分以内といたします。 

 なお、事前に通知しましたとおり、口頭陳述は請願の内容に係る補足説明、つまり、請願を提

出するに至った経緯や考え方などを陳述することはできますが、質疑等は行えません。では、請

願者お願いいたします。 

［請願者、着席］ 

○請願者（吉岡 規文君）  おはようございます。下城井小学校学校運営協議会で会長をしており

ます吉岡です。請願の趣旨はそこに書いてありますので、御覧になってください。この請願提出

まで、私が思うことを今から述べたいと思います。 

 御存じのように、今年度、下城井小学校には２名の入学予定者がいました。しかし、２名とも

指定校変更によって他校へ入学しました。それにより、下城井小学校の１学年児童数はゼロとな

り、入学式のない新学期となります。※                          

                                            

                          ※ 

 どのような理由をつけて指定校変更されたのか、私は知ることができません。教育委員の皆さ

んは、どのような判断をされて許可されたのかなと思います。 

 今年度の入学児童がゼロだったことにより、来年度からの入学児童がますます減ることが予想
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されます。これは検討会議の中でも何度も私が言ったつもりです。こういうふうな来年度からの

入学児童が減る、それも指定校変更制度を使ってです。 

 教育委員会の責任は、私は重大だと思います。どんどん下城井小学校は児童数が減っておりま

す。上城井は十八、九ですかね。築城小までは遠いですからね。だけど下城井小学校は、祖父母

が、また両親が車で送れればすぐです。だから築城小学校のほうに流れていくんじゃないかなと

思います。 

 私は、いじめ等が理由でこの制度を使うことに何ら異論はありません。しかし保護者の意識は、

学校は自由に選ぶことができるとなってきています。これは学校統廃合についてのアンケートを、

私が下城井校区の自治会長とか役員とかを通じてアンケートを取ったときに、保護者の意見にあ

りました。現にそのようになっています。 

 下城井小学校から他校へ行く児童数と、下城井小に他校から来る児童数はプラスマイナスゼロ

だからいいじゃないかというような発言が以前あります。それに対して私も意見をしてきました。

数だけの問題ではないんです。 

 しかし、一向に改善されません。下城井小学校の校区の子どもたちが、そのまま下城井小学校

に来ていたら、完全複式にならずにすんでいたかもしれないし、もっと違った下城井小学校にな

っていたんじゃないかなと思います。だけど過去の児童数が分らないので、推測でしか言えませ

ん。 

 築上町はコミュニティ・スクールを推進しています。でもその地域性が壊れる。※      

                                      そういうふ

うな中で、何でという疑問が私たち近所の者、それを見ている者、そういう思いがしています。

それに対して、憤りを感じています。 

地域が学校に関心を持たなくなってきています。再考するために正確な資料が必要ですので、

よろしくお願いします。 

○教育長（久保 ひろみ君）  請願者は、傍聴席にお戻りください。 

[請願者、傍聴席に移動] 

○教育長（久保 ひろみ君）  ただいま、請願者から口頭陳述がございました。ここで、この請願

について、委員の皆様から御質問、御意見を受けたいと思いますが、どなたかございませんか。

よろしいですか。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、御質問、御意見がないようですので、採決を行いたいと

思います。本請願を採決、採択することに、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

〔全員挙手〕 
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○教育長（久保 ひろみ君）  挙手多数と認めます。議案第３７号 教育委員会に対する請願は採

択されました。 

（６）連絡事項 

○教育長（久保 ひろみ君）  次に、連絡事項に移ります。事務局からお願いいたします。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  学校教育課、鍛治でございます。 

 連絡事項が５点ほどございます。まず１点目が、記載のとおり、令和６年度学校魅力化フォー

ラム、Web研修でございます。日時が８月８日の１４時から１６時３０分です。場所が、この場

所、４階の議会委員会室でございます。この学校魅力化フォーラムについては、昨年度も教育委

員さんに研修を受けていただきました。これからの魅力ある学校をどう創っていくかというフ

ォーラムでございます。御出席をお願いしたいと思います。 

 関係資料を事務局フォルダの、事務局報告その他に入れております。全国の色んな事例をここ

で発表がございます。それを参考にして、魅力ある学校づくりということで研修が開催されます。

よろしくお願いいたします。 

 ２点目が、令和６年度第１回椎田中学校区小中一貫校開校準備協議会でございます。先ほど議

案第３６号で、協議会委員の委嘱及び任命について御承認をいただきました。第１回の協議会を

記載のとおり、８月２６日月曜日午後６時から予定をしております。場所については、築上町役

場の３階の３―１、２、３会議室を予定しております。また改めて御案内を通知させていただき

たいと思います。スケジュール調整のほうよろしくお願いいたします。 

 それから、３点目が令和６年度築上塾開講式についてでございます。中学校が８月１７日土曜

日、８時４０分からです。会場が、椎田中学校が中央公民館、築城中学校がコミュニティセン

ターソピアでございます。小学校、９月７日土曜日、９時からでございます。会場、椎田小学校、

築城小学校それぞれでございます。後ほど開講式の御挨拶をいただきたいと思っておりますので、

担当の委員をお決めいただきたいと思っております。 

 ４点目が、令和６年度小学校の運動会でございます。開催日が、全ての学校１０月５日土曜日

ということになってございます。これについても、後ほど出席者をお決めいただきたいと思って

おります。 

 それから、５点目が令和７年度新規就学者人数についての報告でございます。例年７月現在で、

委員の皆様に来年度の就学者の人数を御報告させていただいております。記載のとおり、令和

７年度については、小学校が全体で１０９名、中学校が全体で１２０名の入学予定者になってご

ざいます。残念ながら小原小学校が入学者がゼロということでございます。参考に、令和６年度、

令和５年度、令和４年度の入学者数について、下のほうに記載をしております。 

 事務局からは、連絡事項、以上でございます。 
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○教育長（久保 ひろみ君）  今、連絡事項、事務局からありましたけれども、御質問等ございま

せんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

（７）その他 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、その他に移りたいと思います。その他ございませんか。

事務局、お願いします。 

○学校教育課長（鍛治 孝広君）  学校教育課、鍛治でございます。 

 その他１点ございます。一番最後に記載にしておりますが、次回の教育委員会の開催日でござ

います。次回、教育長会議が９月２４日でございますが、その前に９月議会の議案に対する意見

聴取があると、町長からですね、予定では明日付で町長名で文書が発出されるということになっ

てございます。９月議会前に臨時の教育委員会の開催をお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 事務局案でございますが、８月２１日水曜日は、御予定はいかがでしょうか。時間は１時間程

度を予定をしております。時間は何時がよろしいでしょうか。午前中のほうがよろしいですね。

では、９時、１０時か、早いほうがいいですか。９時半でよろしいですか。 

 では、臨時の教育委員会を８月２１日水曜日９時３０分から開催いたします。また、会場等に

ついては別途通知をさせていただきます。 

 事務局から、以上でございます。 

○教育長（久保 ひろみ君）  他にございませんか。委員の皆様方からその他ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、引き続き非公開案件の審議に移りたいと思います。委員

の皆様はそのまま御着席ください。傍聴者は退室をお願いいたします。 

   議案第３３号 令和７年度使用中学校教科用図書の採択について【非公開】 

（８）閉 会 

○教育長（久保 ひろみ君）  それでは、これで令和６年８月の臨時会を閉会いたします。長時間

の御審議、本当にありがとうございました。 

 

 

午前１１時１５分閉会 

────────────────────────────── 

 

 


